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令和３年８月２３日（月曜日） 午後２時 開議 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎出欠席議員氏名 

 

議  長  池 田 博 夫 

 

出 席 議 員   (１５名) 

１ 番  池 田 博 夫         ２ 番  佐 藤   弘 

３ 番  松 本 国 博          ４ 番  安 藤 浩 夫 

５ 番  田 中   斉         ６ 番  後 藤   泉 

７ 番  佐 藤 栄 市         ９ 番  土 門 治 明 

１０ 番  加 藤 鑛 一        １１ 番  加賀山   茂 

１２ 番  黒 井 浩 之        １３ 番  菅 原 一 浩 

１４ 番  佐 藤 昌 哉        １５ 番  石 塚   慶 

１６ 番  本 間 信 一 

 

 

欠 席 議 員   (１名) 

８ 番  吉 宮   茂 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎説明のために出席したもの 

 

    理 事 長   丸 山   至       

   (酒田市長)                

 

    副理事長   皆 川   治      副理事長   阿 部   誠 

    (鶴岡市長)                (三川町長) 

 

理  事   富 樫   透            理  事   時 田 博 機 

(庄内町長)                              (遊佐町長) 

 

    監査委員   長谷川 貞 義      監査委員書記 渡 部   功 

    (鶴岡市監査委員)            (鶴岡市監査委員事務局長) 

 

    会計管理者  土 井 義 孝 

    (酒田市会計管理者) 

 

    参  与   伊 藤   敦      参  与   宮 崎 和 幸 

    (鶴岡市企画部長)            (酒田市企画部長) 

 

    参  与   近 野 広 行       

    (鶴岡市農林水産部長)           

 

広域行政事務所兼青果市場管理事務所 

    庄内広域行政組合            兼食肉流通施設事務所 

    事務局長   斎 藤 智 博      所  長   佐 藤   良 

 

    広域行政事務所             広域行政事務所 

次  長   上 野   修      次  長   中 村 慶 輔 

    (鶴岡市政策企画課長)          (酒田市企画調整課長) 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎議事日程 

議事日程第１号 

 

令和３年８月２３日（月）午後２時開議 

 

第 １  改選議員の議席の指定 

 

第 ２  会議録署名議員の指名 

 

第 ３  会期の決定 

 

第 ４  議会運営委員の辞任の許可 

 

第 ５  議会運営委員の選任 

 

第 ６  報第 １ 号 令和２年度庄内広域行政組合庄内食肉流通センター事業特別会計 

繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

第 ７  認第 １ 号 令和２年度庄内広域行政組合一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

第 ８  認第 ２ 号 令和２年度庄内広域行政組合庄内地方拠点都市地域事業特別会計 

歳入歳出決算の認定について 

 

第 ９  認第 ３ 号 令和２年度庄内広域行政組合青果市場事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 

第１０  認第 ４ 号 令和２年度庄内広域行政組合庄内食肉流通センター事業特別会計 

歳入歳出決算の認定について 

 

第１１  議第 ７ 号 庄内広域行政組合監査委員の選任について 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎開  議                           （午後２時） 

○議長 池田博夫議員 

ただいまから、令和 3年 8月庄内広域行政組合議会定例会を開会いたします。本日の欠席

届者は、８番 吉宮茂議員であります。出席議員は定足数に達しておりますので、直ちに本

日の会議を開きます。本日の議事は、お手元に配布しております議事日程第１号により進め

ます。 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長 池田博夫議員 

  日程第１ 改選議員の議席の指定を行います。改選されました議員の議席は、会議規則第

3 条 2 項により、議長において指名いたします。佐藤栄市議員の議席を７番と指定いたしま

す。 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎日程第２ 会議録署名議員の指名 

○議長 池田博夫議員 

  日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第 72条の規定

により、議長において７番 佐藤栄市議員、１５番 石塚慶議員を指名いたします。 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎日程第３ 会期の決定 

○議長 池田博夫議員 

  日程第３ 会期の決定を議題といたします。本定例会の会期につきましては、さきに議会

運営委員会において協議されておりますので、その結果について、委員長の報告を求めま

す。１３番 菅原一浩議会運営委員長。 

 

○議会運営委員長 菅原一浩議員 

  令和 3 年 8 月庄内広域行政組合議会定例会の会期につきましては、去る 8 月 16 日に議会

運営委員会を開催し、協議した結果、本日１日限りとすることに決定いたしました。以上、

ご報告申し上げます。 
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○議長 池田博夫議員 

  お諮りします。ただいま、議会運営委員長より報告ありましたとおり、本定例会の会期は、

本日 1日といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 池田博夫議員 

  異議なしと認めます。よって本定例会の会期は、本日 1日と決定いたしました。 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎日程第４ 議会運営委員の辞任の許可 

○議長 池田博夫議員 

  日程第４ 議会運営委員の辞任の許可について報告します。吉宮茂議員から議会運営委員

を辞任したい旨の願いが提出され、議長においてこれを許可しておりますので、ご報告いた

します。 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎日程第５ 議会運営委員の選任 

○議長 池田博夫議員 

日程第５ 議会運営委員の選任を議題といたします。吉宮茂委員が議会運営委員を辞任さ

れましたので、ただいま議会運営委員が１名欠員となっております。議会運営委員の指名に

つきましては、議会運営委員会条例第 4条の規定により、議長が会議に諮って指名いたしま

す。７番 佐藤栄市議員を指名いたします。お諮りします。ただいま指名したとおり、選任

することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました佐藤栄市議員を議会運営委員に

選任することに決しました。 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎提案説明 

○議長 池田博夫議員 

  次に、本定例会に提案されております報第１号の報告と、認第１号から認第４号までの決

算議案 4件について、提案者の説明を求めます。理事長。 
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○理事長 丸山至酒田市長 

  本日、令和 3年 8月庄内広域行政組合議会定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆

様におかれましては何かとご多忙の中、ご出席を賜りまして誠に有難うございます。それで

は、今議会に上程いたしました議案の概要について、ご説明申し上げます。報第１号 令和

２年度庄内広域行政組合庄内食肉流通センター事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告に

つきましては、地方自治法施行令第 146条第 2項の規定に基づき、庄内食肉流通センター事

業特別会計繰越明許費繰越計算書について、報告するものであります。次に、認第１号 令

和２年度庄内広域行政組合一般会計歳入歳出決算については、歳入決算額 1,541万 4千円、

歳出決算額 1,260万 6千円で、前年度と比べ歳入が 7.9％の減、歳出が 14.4％の減となって

おります。歳入歳出の差し引き額、実質収支ともに 280万 8千円となっております。次に、

認第２号 令和２年度庄内広域行政組合庄内地方拠点都市地域事業特別会計歳入歳出決算に

ついては、歳入決算額 1億 120万円、歳出決算額 1億 120万円と同額となり、歳入歳出の差

引額、実質収支ともに 0 円となっております。前年度と比べ、歳入、歳出ともに 1.5％の減

となっております。次に、認第３号 令和２年度庄内広域行政組合青果市場事業特別会計歳

入歳出決算については、歳入決算額 1億 6,612万 4千円、歳出決算額 1億 4,834万 4千円で

前年度と比べ、歳入が 1.3％の減、歳出が 2.5％の増となっております。歳入歳出の差し引き

額、実質収支ともに 1,778万円となっております。次に、認第４号 令和２年度庄内広域行

政組合庄内食肉流通センター事業特別会計歳入歳出決算については、歳入決算額 8 億 7,923

万 2千円、歳出決算額 8億 4,368万 1千円で前年度と比べ、歳入が 23.9％の増、歳出が 20.1％

の増となっております。歳入歳出の差し引き額、形式収支は 3,555万 1千円となっておりま

す。なお、繰越明許費の財源として 1,773万 2千円を翌年度に繰り越したことから、実質収

支は 1,781万 9千円となっております。以上が、議案の大要でありますが、各議案の細部に

つきましては、議事の進行に従いまして、関係職員に説明いたさせますので、よろしくご審

議下さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 池田博夫議員 

  次に、認第１号から認第４号までの決算議案 4件に関して、監査委員から提出されており

ます決算審査意見書について、監査委員の説明を求めます。長谷川貞義監査委員。 

 

○長谷川貞義 監査委員  

  令和２年度庄内広域行政組合一般会計及び特別会計歳入歳出決算を審査いたしましたの

で、その結果を申し上げます。決算審査意見書の 1ページをお開きください。第一に審査の

対象ですが、令和２年度庄内広域行政組合一般会計歳入歳出決算書同じく庄内広域行政組合

一般会計歳入歳出決算事項別明細書同じく実質収支に関する調書、令和２年度庄内広域行政

組合庄内拠点都市地域事業特別会計歳入歳出決算書同じく庄内広域行政組合庄内拠点都市

地域事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書同じく実質収支に関する調書、令和２年度庄内

広域行政組合青果市場事業特別会計歳入歳出決算書同じく庄内広域行政組合青果市場事業

特別会計歳入歳出決算事項別明細書同じく実質収支に関する調書、令和２年度庄内広域行政
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組合庄内食肉流通センター事業特別会計歳入歳出決算書同じく庄内広域行政組合庄内食肉

流通センター事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書同じく実質収支に関する調書、令和２

年度財産に関する調書であります。第二に審査の期間は令和 3 年 6 月 14 日から令和 3 年 7

月 13日までです。第三に審査の方法は、令和 3年 6月 14日付けをもって理事長から審査に

付された令和２年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関す

る調書及び財産に関する調書について、法令に従って処理されているか、計数が正確である

か、予算の執行が適正であるかについて、関係書類と照合審査するとともに、関係職員の説

明を聴取して審査を行いました。第四に審査の結果は、審査に付された令和２年度庄内広域

行政組合各会計の歳入歳出決算書及びその他の関係書類は、関係法令に準拠して作成されて

おり、計数も会計帳簿、証書類等と照合した結果概ね正確でありました。予算の執行につい

ても、概ね適正であると認められたところです。2ページ以降は審査の概要、10ページに意

見を記載しておりますのでご参照願います。以上で決算審査の説明とさせていただきます。 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎日程第６ 報第１号 令和２年度庄内広域行政組合庄内食肉

流通センター事業特別会計繰越明許費

繰越計算書の報告について 

 
○議長 池田博夫議員 

  次に日程第６ 報第１号 令和２年度庄内広域行政組合庄内食肉流通センター事業特別会

計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。事務局の詳細説明を求めます。

事務所長。 

 

○佐藤良 庄内広域行政組合事務所長 

  報第１号 令和２年度庄内広域行政組合庄内食肉流通センター事業特別会計繰越明許費

繰越計算書の報告について説明いたします。本年２月定例会において承認いただきました、

歳出予算 1款 1項施設管理運営費のうち、と畜ライン制御システム更新工事事業について設

定した繰越明許費 1,773万 2千円について、別紙のとおり繰越計算書を調製したので、議会

に報告するものです。「繰越計算書」をご覧ください。と畜ライン制御システム更新工事事業

では、契約金額 5,549 万円から令和 2 年度中に支出したと畜ラインコンベアチェーン工事

3,775 万 8 千円を差し引いた残額 1,773 万 2 千円を令和３年度会計に繰越しております。以

上、令和２年度庄内広域行政組合庄内食肉流通センター事業特別会計繰越明許費繰越計算書

の報告説明を終わります。 
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○議長 池田博夫議員 

  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 池田博夫議員 

  ないようですので、これで質疑を終結いたします。報第１号 令和２年度庄内広域行政組

合庄内食肉流通センター事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告については、地方自治法

施行令第 146条第 2項に基づく議会への報告でありますので、ご了承願います。 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎日程第７ 認第１号 令和２年度庄内広域行政組合一般会計

歳入歳出決算の認定について 
 

○議長 池田博夫議員 

  次に、日程第７ 認第１号 令和２年度庄内広域行政組合一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて」を議題といたします。事務局より詳細説明を求めます。事務局長。 

 

○斎藤智博 庄内広域行政組合事務局長 

私より、令和２年度庄内広域行政組合一般会計歳入歳出決算について説明いたします。決

算書は 1ページから 9ページ、主要な施策の成果に関する説明書は 1ページから 6ページと

なります。決算書の 9ページ、主要な施策の成果に関する説明書の 1ページをお開き願いま

す。令和２年度の歳入総額は 1,541万 4千円、歳出総額は 1,260万 6千円で、歳入歳出差引

額、実質収支はともに 280万 8千円の黒字となりました。次に、歳入歳出について、主なも

のを事項別明細書により説明いたします。はじめに歳入について申し上げます。決算書の 3、

4ページをお開き願います。1款分担金及び負担金は、構成 5市町からの市町負担金で、前年

度同額になっております。2款繰越金は対前年 132万 3千円、39.7％の減となっております。

3款諸収入は会計年度任用職員の雇用保険料、本人負担分です。以上、収入済額合計 1,541万

4 千円となり、前年度と比較して額で 132 万 4 千円、7.9％の減となりました。続きまして、

歳出です。決算書の 5、6 ページをお開き願います。1 款議会費の支出済額 26 万円につきま

しては、定例会 2回の開催に係る経費等でして、臨時会の開催がなかった分、前年に比べ、

額にして 13万 3千円、率にして 33.8％の減となっております。なお、不用額の主な要因は、

コロナ禍で議員視察が次年度延期となったことによるものです。2 款総務費は、前年度に比

べ、額にして 198万 9千円、率にして 13.9％の減となっており、主な内容は、1項 1目総務

管理費は主に公会計制度導支援及び公会計システムの保守業務委託等で、需用費の不用額は

主に例規追録の印刷代でございます。2 目地域振興一般管理費は、事務所の管理経費と派遣

職員 1名分の給与費負担金です。決算書の 7、8ページをお開き願います。3目広域計画策定

推進費の支出はございませんが、広域計画推進研究会、ワーキング会議を 2回開催しており
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ます。不用額 9万 7千円の主な要因は、広域計画推進研究会で外部講師招聘がなかったこと

等です。4 目市町職員共同研修費につきましては、例年通り 4 種類の研修を開催してござい

ます。詳細は施策の成果に関する説明書の 6ページに記載しております。不用額の 62万 9千

円の主な要因は、一部研修会の中止と地元講師の活用により委託料等の節減がはかられたも

のです。2 項１目監査委員費は、例月出納検査や定期監査等における監査委員の費用弁償で

す。以上、支出済額合計 1,260万 6千円となり、前年度と比較して金額にして 212万 2千円、

率にして 14.4％の減となりました。以上が、令和２年度一般会計の歳入歳出決算です。よろ

しくご審議ください。 

 

○議長 池田博夫議員 

  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 池田博夫議員 

  これで質疑を終結いたします。次に討論はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 池田博夫議員 

  討論を終結いたします。これから、認第１号について採決いたします。ただいま議題とな

っております認第１号について、認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全員起立） 

○議長 池田博夫議員 

  全員起立であります。よって、認第１号については認定することに決しました。 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎日程第８ 認第２号 令和２年度庄内広域行政組合庄内地方 
拠点都市地域事業特別会計歳入歳出決 
算の認定について 

 

○議長 池田博夫議員 

次に、日程第８ 認第２号 令和２年度庄内広域行政組合庄内地方拠点都市地域事業特別

会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。事務局より詳細説明を求めます。事

務局長。 

 

○斎藤智博 庄内広域行政組合事務局長 

令和２年度庄内地方拠点都市地域事業特別会計歳入歳出決算について説明いたします。決

算書は 11 ページから 17 ページ、主要な施策の成果に関する説明書は 7 ページから 10 ペー
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ジとなります。決算書の 17ページをご覧ください。令和２年度の歳入総額は 1億 120万円、

歳出総額も同額で、歳入歳出差引額、実質収支ともに 0円となりました。次に主なものを事

項別明細書により説明いたします。はじめに歳入について申し上げます。決算書の 13、14ペ

ージをお開き願います。1 款財産収入は、庄内地域振興基金を金融機関の大口定期預金で運

用したもので、前年と比較して金額で 47 万 3 千円、率にして 66.6％の減です。2 款繰入金

は、庄内地域振興基金を取り崩し、繰り入れたものです。3款繰越金、4款諸収入はありませ

んでした。続きまして歳出です。決算書の 15、16ページをお開き願います。1款地方拠点都

市地域事業費は、13節委託料として、庄内情報発信事業、地域情報誌「クレードル」に庄内

各地の魅力を記事にして情報発信しているもので、隔月で年 6回の発行のうち 4回分を支出

したものです。28節繰出金 1億円は、庄内地域振興基金を取り崩し、庄内食肉流通センター

事業特別会計に繰出したもので、令和２年度が最後となります。以上、収入済額合計、支出

済額合計ともに 1 億 120 万円で、前年度に比較して金額で 150 万円、率にして 1.5％の減と

なりました。以上が、令和２年度庄内地方拠点都市地域事業特別会計歳入歳出決算です。よ

ろしくご審議の上ご可決くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

○議長 池田博夫議員 

  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 池田博夫議員 

  これで質疑を終結いたします。討論はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 池田博夫議員 

  これで討論を終結いたします。これから認第２号について採決いたします。ただいま議題

となっております、認第２号については、認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全員起立） 

○議長 池田博夫議員 

  起立全員であります。よって、認第２号については、認定することに決しました。 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎日程第９ 認第３号 令和２年度庄内広域行政組合青果市場 
事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 
いて 

○議長 池田博夫議員 

  次に、日程第９ 認第３号 令和２年度庄内広域行政組合青果市場事業特別会計歳入歳出
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決算の認定についてを議題といたします。事務局より詳細説明を求めます。事務局長。 

 

○斎藤智博 庄内広域行政組合事務局長 

令和２年度庄内広域行政組合青果市場事業特別会計歳入歳出決算について説明いたします。

決算書は 19 ページから 31 ページ、主要な施策の成果に関する説明書は、11 ページから 28

ページとなります。決算書の 31ページをお開き願います。令和２年度の歳入総額は 1億 6,612

万 4千円、歳出総額は 1億 4,834万 4千円で、歳入歳出差引額、実質収支はともに 1,778万

円の黒字となりました。次に、歳入歳出について、主なものを事項別明細書により説明いた

します。決算書の 21、22ページをお開き願います。1款分担金及び負担金は、前年度と同額

です。2 款使用料及び手数料につきましては、主に、卸と仲卸の売上高割市場使用料、面積

割使用料などですが、卸の市場取扱金額の増加により前年と比較して金額で 145万 6千円、

率としては 2.0％の増となりました。3款財産収入 2千円は、市場整備等基金の利息分です。

5 款繰越金は、前年度からの繰越金で、うち 988 万 2 千円は繰越明許費の充当額です。決算

書の 23、24ページをお開き願います。6款諸収入の主な内容は、場内事業所の光熱水費負担

分ですが、前年度に比較し金額で 391万 9千円、率で 14.8％の大幅な減となっています。そ

の主な要因は、照明器具の LED化とそれに合わせた契約内容の見直しによるもので、同様に

歳出の 1 款 1 項 1 目市場管理費 11 節需用費の光熱水費も減額となっております。以上、収

入済額合計 1億 6,612万 4 千円となり、前年度に比較し金額で 224万 9千円、率で 1.3％の

減となっています。 

続きまして、歳出です。決算書の 25、26ページをお開き願います。1款市場管理費は、前

年度と比較して金額で 1,514 万 1 千円、率で 16.0％の増となっています。主なものとして、

1 節報酬は、会計年度任用職員 1 名分に係る経費です。11 節需用費の内、光熱水費が 2,535

万 1千円で、このうち 2,102万 5千円が電気料となっていますが、こちらにつきましては先

ほど申し上げた内容により、不用額 690万 7千円の主な要因となってございます。修繕料は

主要な施策の成果に関する説明書 16 ページに記載しておりますのでご覧ください。13 節委

託料は、各種設備の保守点検や除雪、樹木芝等の管理、早朝立会いや、警備・清掃業務委託

等です。不用額 183万円は、主に除雪費の残額です。決算書の 27、28ページをお開き願いま

す。14節使用料及び賃借料は、事務用機器等の賃借料で、前年度に比べ金額で 153万 2千円、

率にして 85.3％の増となっております。これは、市況情報の公表や統計処理に使用している

市場 LANシステムの端末の OSのサポート終了により、新たな OSへのデータ移行、システム

構築業務の委託料をリース料に含めたことによるものです。15節工事請負費は、照明器具更

新工事費 1,031万 7千円と令和元年度の冷蔵庫新設工事費 3,718万 6千円のうち、繰越明許

とした分 1,958万 2千円です。19節負担金補助及び交付金は派遣職員 2.5名分の給与費負担

金と、清掃協力会への負担分です。27節公課費は消費税及び地方消費税で、前年度と比較し

て、金額で 85万 7千円、率にして 27.2％の減となっています。次に 29、30ページをお開き

願います。2款公債費は、起債 4件分の償還です。なお、この度の平成 21年度の大規模修繕

の 2 件は令和元年度で終了したものです。内訳は説明書 28 ページに記載しておりますので

ご覧ください。元金・利子合わせて 3,843万 7千円で、冷蔵庫新設工事に伴い、新たに令和
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元年度、2 年度に起債を起こしており、合わせまして、年度末の未償還残高は 4,902 万 2 千

円となっています。以上、支出済額合計は 1億 4,834万 4千円となり、前年度と比較して金

額で 355 万円、率にして 2.5％の増となりました。以上が、令和２年度青果市場事業特別会

計決算です。 

続きまして令和 2年度の青果市場の取引状況について、簡単にご説明申し上げます。主要

な施策の成果に関する説明書の 17 ページをご覧願います。初めに、青果物の生産状況です

が、上半期は、野菜については全般的に天候不順による生育不良となり品薄、単価高で推移

しました。当地域においても、4月の低温、7月豪雨と長雨・日照不足などの影響で、特産の

だだちゃ豆をはじめ、露地野菜の生育に大きな影響が出た年となっております。次に、青果

物全体の取引状況についてですが、野菜と果実を合わせた青果物全体としては、取扱数量は

33,563 トンで対前年度比 98.3％、取扱金額は 79 億 4,032 万 4 千円、金額では対前年度比

103％と若干ですが上回ってございます。年度当初には、新型コロナウイルス感染症感染拡大

の影響があり、心配しておりましたが、施設や飲食業等の業務用需要からスーパー等を中心

とした巣ごもり需要に変化する中で、春から秋にかけての天候不順による品不足・単価高に

より、年度を通しては若干ですが前年度を上回る結果となっております。 

最後に基金の状況についてですが、42ページをご覧ください。庄内地域振興基金は、庄内

食肉流通センター事業特別会計への繰出金 1 億円と地方拠点都市地域事業のため 96 万 3 千

円を取り崩した結果、令和 3年 3月末の現在高が 3億 1,991万 1千円となりました。公設庄

内青果物地方卸売市場整備等基金は、令和 3年 3月末の現在高が 1,976万 7千円となってお

ります。以上です。よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 池田博夫議員 

  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 池田博夫議員 

  これで質疑を終結いたします。討論はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 池田博夫議員 

  これで討論を終結いたします。これから認第３号について採決いたします。ただいま議題

となっております、認第３号については、認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全員起立） 

○議長 池田博夫議員 

  起立全員であります。よって、認第３号については、認定することに決しました。 

 

 



 13 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎日程第１０ 認第４号 令和２年度庄内広域行政組合庄内食肉 
流通センター事業特別会計歳入歳出決 
算の認定について 

 

○議長 池田博夫議員 

次に、日程第１０ 認第４号 令和２年度庄内広域行政組合庄内食肉流通センター事業特

別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。事務局より詳細説明を求めます。

事務所長。 

 

○佐藤良 食肉流通施設事務所長  

  それでは、認第４号 令和２年度庄内広域行政組合庄内食肉流通センター事業特別会計歳

入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。決算書は 33ページから、主要な施策の成果

に関する説明書については 29ページからとなります。始めに決算書の 33、34ページをお開

き願います。歳入歳出予算額 8億 9,700万円に対し､収入済額が 8億 7,923万 2千円､支出

済額が 8億 4,368万 1千円で､歳入歳出差引残額は 3,555万 1千円となり､このうち、繰越明

許費の財源として、1,773 万 2 千円を翌年度へ繰越したことから、実質収支は 1,781 万 9 千

円の黒字となっています。決算規模では、歳入が前年度と比較し 1億 6,934万円の増、率に

して 23.9％の増、歳出については前年度と比較して 1億 4,112万 9千円の増、率にして 20.1％

の増となっております。次に歳入の詳細について、決算書の 35、36ページ事項別明細書をお

開き願います。1款 1項 1 目市町負担金は、構成 2 市 3町からの負担金で、前年度と同額と

なっております。2款 1項 1目の食肉流通施設使用料のうち、1節と畜場使用料は、前年度と

比較して 190 万 6 千円増の 1 億 7,740 万 9 千円、2 節の冷蔵庫使用料は、112 万 5 千円の増

の 7,901万 5千円、3節の施設使用料は、44万 1千円の増の 3,364万 5千円となっておりま

す。この主な要因は、と畜頭数の増加に伴い増収となったものです。3 款 1 項 1 目の山形県

からの補助金は、毎年の起債償還にあわせた補助金となっております。次に 37、38ページを

お開きください。5款の繰入金のうち、1項 1目庄内食肉流通センター整備等繰入金 2,000万

円は、施設改修整備のための繰り入れです。2 項 1 目の庄内地方拠点都市地域事業特別会計

からの繰入れ金 1億円は、前年度と同額です。これは令和 2年度で終了となっております。

7款の諸収入は 8,805万円は、前年度と比較して 1,271万 1千円の減、率にして 12.6％の減

となっています。この要因は、建物総合損害共済 災害共済金 127万 6千円及び、東京電力

原子力発電所事故に係る損害賠償金 10 万 4 千円が皆増したものの、庄内食肉流通センター

利用事業者等の電気料が減少したことが要因です。こちらによりましても、契約の見直によ

る減と、燃料費調整額の減少が大幅だったものです。歳入の不納欠損及び収入未済額は、あ

りません。以上、歳入総額は、8億 7,923万 2千円となっています。 

続きまして、歳出についてご説明いたします。決算書は 39、40ページをご覧ください。 

1 款 1項 1目管理運営総務費 6,131万 2千円は、主に食肉流通施設事務所の運営に係る総務
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的経費で、前年度と比較して 2,942万 7千円の増となっております。この要因は、積立金が

2,486 万 5 千円の増、消費税及び地方消費税 483 万 4 千円が増加したことによるものです。

管理運営総務費では、1節の報酬、3節職員手当等、4節の共済費につきましては、会計年度

任用職員 1名に係る経費、19節の負担金補助及び交付金の主なものは、派遣職員給与費負担

金、これは 1.5人分となります。それと庄内町土地開発公社に対する食肉流通施設用地造成

費負担金であります。次に、2 目の施設管理費は 5 億 295 万 1 千円で、庄内食肉流通センタ

ーの管理、運営に係る経費であります。昨年度と比較して 1億 8,487万 7千円の増となって

います。主なものとして、11節の需用費では、前年度と比較して 1,299万 2千円の減で、こ

のうち光熱水費 1億 1,001万 1千円で前年度と比較して 1,324万 7千円の減となりました。

この要因につきましては、電気料において燃料の価格変動が大きく燃料費調整額が大幅に減

少したこと、電気料の契約見直しによる減額によるものです。具体的には燃料費調整額が前

年度と比較して 803万 6千円減少、契約の見直による減が前年度と比べて 890万 1千円、そ

れぞれ減額したことが要因となってございます。41、42ページをご覧ください。13節委託料

1億 5,934万 1千円は、前年度と比較して 64万 5千円の減で、主なものとして、改修工事に

係る設計業務委託料691万2千円の皆増となっていますが、と畜解体業務委託料についても、

燃料単価の変動などで、前年度と比べて 743万 5千円の減となっています。15節工事請負費

は、2億 1,630万 6千円で、昨年度と比較して 1億 9,853万 8千円の増となりました。これ

は、センター建設から 20年を迎え、設備機器の更新を図ったもので、主なものは、蒸気設備

及び高温水加圧給湯設備改修工事、空調設備改修工事、と畜ラインコンベアチェーン等改修

工事、エアコンプレッサー及び FRP受水槽更新工事などです。なお、工事及び修繕、委託の

概要につきましては、「施策の成果に関する説明書」の 34、35ページに記載しておりますの

で、ご確認をいただければと思います。つぎに、2款の公債費は、2億 7,941万 8千円で起債

4 件分の償還であり、元金 2 億 7,524 万 2 千円、利子 417 万 6 千円となっています。3 款の

予備費の支出はございません。支出済額合計は 8 億 4，368 万 1 千円となっています。以上

が、令和２年度庄内食肉流通センター事業特別会計事業特別会計決算です。 

続きまして、庄内食肉流通センターにおける獣畜の「と畜処理頭数」の実績についてご説

明申し上げます。「主要な施策の成果に関する説明書」の 38ページをお開きください。施設

の利用実績ですが、主力の豚については 26万 8,036頭で、前年度と比較して、稼働日数で 1

日の増、頭数で 565 頭の増、率にして 0.2％の増となっています。豚以外では、記載のとお

りです。全体の処理頭数は、小動物換算計で 26万 9,253頭、前年度と比較して 617頭、率

にして 0.2％の増となっております。次に 39ページ、庄内食肉流通センターにおける豚の搬

入地域別と畜処理実績について申し上げます。庄内管内の処理頭数は 15 万 1,222 頭、全体

の 56.4％、頭数では前年度と比較して 131 頭の減となっております。なお昨年 12 月に発生

した豚熱による影響は、最小限にとどまっている状況となっております。庄内以外の県内、

内陸については 2 万 9,640 頭で、全体の 11.1％、県外については、8 万 7,174 頭で全体の

32.5％となっております。 

最後に基金残高について申し上げます。決算書、説明書ともに最終ページに記載のとおり

令和２年度は、2,500万円を積み立て、工事請負費に充当するために 2,000万円を取り崩し、
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令和 3年 3月末現在で 4,789万 7千円となっております。以上が、令和２年度庄内食肉流通

センター事業特別会計の決算状況であります。以上で説明を終わります。よろしくご審議く

ださいますようお願いいたします。 

 

○議長 池田博夫議員 

これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 池田博夫議員 

 質疑を終結します。討論はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 池田博夫議員 

  討論を終結したします。これから認第４号について採決いたします。ただいま議題となっ

ております、認第４号については、認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全員起立） 

○議長 池田博夫議員 

  起立全員であります。よって、認第４号については、認定することに決しました。 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎日程第１１ 議第７号 庄内広域行政組合監査委員の選任 
について 

 

○議長 池田博夫議員 

次に、日程第１１ 議第７号 庄内広域行政組合監査委員の選任についてを議題とします。

提案者の説明を求めます。理事長。 

 

○理事長 丸山至酒田市長 

議第７号庄内広域行政組合監査委員の選任につきまして、議会選出の監査委員、小林茂吉

氏が令和 3 年 2 月 26 日付けで任期満了となったことに伴いまして、新たに吉宮茂氏、庄内

町肝煎字中田 11番地 2、昭和 23年 3月 4日生まれを選任するため、議会の同意を求めるも

のであります。なお、任期につきましては、本日、8月 23日からとなります。以上、よろし

くご審議くださいますようお願い申し上げます。 
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○議長 池田博夫議員 

これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 池田博夫議員 

 質疑を終結します。討論はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 池田博夫議員 

  討論を終結したします。これから議第７号について採決いたします。ただいま議題となっ

ております、議第７号については、同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全員起立） 

○議長 池田博夫議員 

  起立全員であります。よって、議第７号については、同意することに決しました。 

後日、吉宮茂議員に告知します。 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎閉  会 
 

○議長 池田博夫議員 

以上で、本定例会に付議された議案の審議はすべて議了いたしました。これをもちまして、

令和 3年 8月庄内広域行政組合議会定例会を閉会いたします。 

                          （午後 ２時５０分） 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

令和  年  月  日 

議会議長   

 

 

 

議会副議長 

 

 

 

議会議員   

 

 

 

議会議員   


